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Ⅰ．背景 

 

【建築基準法第 51 条】 

都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定

める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなけ

れば、新築し、又は増築してはならない。 

ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村

であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあっては、当

該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合

又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。 

 

 

  （参考）申請フロー図 
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湖南市高松町１番２において、現在一般廃棄物および産業廃棄物の収集運搬・中間処理業を営んでいる

株式会社 MTK より、建築基準法第 51 条ただし書きの規定に基づく建築許可申請の事前協議が開始され

た（フロー図①）。 

湖南市から甲賀土木事務所へ意見書を送付する際、「次回開催の湖南市都市計画審議会において意見を

伺う」と都市計画としての意見を付した（フロー図②→③）。 

そのため、今回の審議会に諮り、その意見を本申請の際に付すこととなった（フロー図⑦→⑧）。 

なお、今回は産業廃棄物処理施設を対象とするため、最終的に諮問が必須となるのは滋賀県都市計画審

議会（フロー図⑩）であるが、都市計画上支障が無いか湖南市としての意見について慎重に判断する必要

があるため、湖南市都市計画審議会に諮るものである。 

 

 

Ⅱ．概要 

【申請者】 株式会社 MTK 代表取締役 三峰教代 

【申請場所】 湖南市高松町１番２ 

【用途地域】 工業専用地域 

【敷地面積】 9,408.08 ㎡ 

【対象施設】 産業廃棄物中間処理施設（廃プラスチック、木くず、がれき類等の破砕施設の増設） 

【取り扱う廃棄物の種類と量及び性状】 

 

 

 

 

【建築基準法第 51 条対象施設】 

廃プラスチック類 6t 以上／日 

木くず・がれき類 100t 以上／日 
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Ⅲ．都市計画図、周辺図 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要地方道彦根八日市甲西線 申請地 
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申請地は県内最大級の工業団地内に位置し、近隣商業や住宅専用地域部分とは、主要地方道彦根八日市

甲西線及び河川（大砂川）によって区別化されている。 
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Ⅳ．現況写真 
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Ⅳ．当該申請にかかる事業目的 

 

 

 

 

 

  

※① 
※② 
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 当該申請地には既存２棟の工場等があり、このうち西側の棟においては主に破砕・粉砕事業を行って

いる。現在は２基の破砕施設を使用しているが、今般、産業廃棄物を広く受け入れる体制を整えるととも

に、そのニーズに対応すべく、処理施設としての破砕施設を１基（バックホウ※①にベースマシン装着※

② 移動式）を新規増設することとした。 

なお、今回の許可申請には一切影響はないが、東側の棟では主に肥料化、飼料化事業を行っている。 
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Ⅴ．環境への影響等 

①生活環境影響調査の実施 

 調査項目は大気質（粉塵）、騒音、振動について行った。 

  大気質（粉塵）・・・人家付近で環境基準を上回らず、影響は大きいものではない。 

  騒音・・・騒音レベルは規制基準・環境基準を上回らず、影響は大きいものではない。 

  振動・・・振動レベルは規制基準・体感閾を上回らず、影響は大きいものではない。 

 以上の結果により生活環境に与える影響は小さいと評価される。 

 ※詳細はⅦ．（参考）生活環境影響調査概要等にて 

 

②搬出入路及び交通量について 

 車両の出入りは市道「小砂町 106 の 1 の 2 号線」からで、高松町南交差点から 70ｍ程の位置にあり、

出入口の左右見通しはよく、通過する車両は周辺工場からの大型車が主であり通過交通ではない。また、

全幅 12ｍ2 車線で、両側に幅員 2ｍの歩道があるが、通学路の指定はない。 

現在の営業日１日平均の搬出入車両数は 20 台ほどであるが、申請対象施設を導入することで、10ｔダ

ンプ車が 14~15 台、4ｔパッカー車が 1~2 台程度増え、従来量と併せて１日 30~40 台程度となる見込み

であり、交通量増加による影響は少ないと判断する。 

 

③地元自治区・隣接業者への説明実施 

 事業内容および生活環境影響調査の結果の説明を地元自治区および隣接業者へ行い、了解を得た。 

 ※主な質疑への対応はⅦ．（参考）生活環境影響調査概要等にて 

 

 

Ⅵ．湖南市の都市計画としての意見案（滋賀県知事あて）  

周辺関係者への説明・周知等を丁寧に行ってください。万が一、苦情等が発生した場合は、誠意をもっ

て対応してください。 

 

 

Ⅶ．（参考）生活環境影響調査概要等 

 生活環境影響調査の概要および、業務上発生する諸問題への対応については次の通り 
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